
新地方公会計制度導入の目的 
平成２７年１月２３日総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」を受け、資産

等のストック情報やコスト情報を正確に把握するため、総務省から示された統一的な基準による貸借対照

表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書（以下「財務書類」という。）の作成、公表

を行うこととなりました。 

 

現行の地方公共団体の財務会計方式には、現金の入金・支出の際に収入及び費用として認識し記録する

「現金主義・単式簿記」の考え方によるものであり、この方式は、単年度の現金の流れを把握しやすく、公

金を法規的に管理するという観点からは、議会の議決対象である予算が適正な規模であるか、予算に従った

適切な執行がなされているかを把握できる効率的な方法です。 

 

しかし、その反面で本町が保有している資産や抱えている負債の状況を体系的に把握できないことや、企

業会計を採用している公営企業会計や一部事務組合を含めた、地方公共団体全体としての財政状況がわか

りにくいこと、減価償却費や将来発生するコストに対する引当金など、現金以外のコスト情報が把握しにく

いという課題に対応するべく、現行の「現金主義・単式簿記」会計と並行して、「発生主義・複式簿記」会

計の考え方を導入することで企業会計的な財政分析を行い、土地や建物などの資産、減価償却費や引当金な

どのコスト情報をより正確に捉え、長期的な財政状況を視野に入れ、今後の行財政運営に活用していくこと

を目的としています。 

 

 
連結対象とした会計の範囲 
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一般会計、土地取得事業特別会計、育英資金貸付費特別会計、 

鏡石町駅東第１土地区画整理事業特別会計 

国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会

計、工業団地事業特別会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計、上水道事業会計 

福島県市町村総合事務組合、福島県後期高齢者医療広域連合、公立岩

瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防本部 

一般会計等 


